
大和市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年３月３１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第４６号 

大和市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市都市公園条例施行規則（昭和４５年大和市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「ゆとりの森仲良しプラザ」の次に「及びゆとりの森スポーツハウス」を加える。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 


